
(下)後キオて淡JII系~.J i云ヱド補遺、

「
渋
川
系
関
い

伝
本
補
連
、

附
士
岐
頼
貞
一
族
考
証

問
、
土
岐
輩
氏
本
亘

土
妓
氏
系
悶
と
し
に
、
土
岐
系
図
中
・
関
本
、
築
山
本
大
系
図

令
制
作
叫
却
し
た
が
、
何
れ
も
を
先
に
し
て
を
り
、
成
立
も
近
畿
以
降
に
下

が
る
と
思
は
れ
る
。
此
処
明
、
は
そ
の
他
の
ゆ
世
成
立
生
岐
系
顕
の
斡
畿
と
成
立
に

つ
い
て
論
じ
た
い
。
自
下
該
当
す
る
の
は
以
下
の
系
闘
で
あ
る
。

て
秋
回
県
立
公
文
書
語
故
竹
文
窓
会
部
家
)
蔵
官
清
音
寺
慈
金
詐
井
諸
家
系

函」

二
、
土
岐
章
氏
蔵
『
当
方
之
系
醤
』

一
ニ
、
吋
作
者
部
類
』
巻
下
関
載
系
菌

州
側
、
吋
渋
川
系
図
」

…
は
北
糊
出
本
認
郎
氏
官

民
を
別
に
補
な
っ
て
を
り
、

〈
帥
吋
)
土
地
渓
衛
門
軒

光
基
i
e
光
衡

の
史
料
的
舘
藷
に
つ
い
て

の
土
岐
氏
系

市 .;!三

i 
判

官

代

大

郎

見

太

郎

太

師

陣

翠
街

i
l凶
村
|
|
霞
氏

「下一「寸
間関国毘
ギf1室恭泰二
空高島|郎

罰
実

(
下
)

佐
々
木

来己

頼塑
己:台特ー

が語

議
拭
罰
出
守
護
人
民
唱

- 37-

と
あ
り
頼
員
以
下
は
語
単
で
あ
る
叫
網
患
部
が
「
尊
卑
」
と
異
な
る
所
で
u

定

親
を
問
符
子
と
す
る
点
、
『
尊
卑
?
士
一
殺
意
本
建
立
山
山
川
」
と
異
な
る
。
{
疋
親
は

寒
河
三
年
(
二
一
五
月
刑
死
し
た
「
土
畿
孫
太
郎
入
選
鏑
円
」
に
撮
せ
ら

れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
現
存
本
が
法
名

を
剖
入
と
誤
解
し
た
可
能
性
が
あ
る
〉
、
粗
識
で
、
{
一
応
毅
の
位
置
に
は
問
題
が
あ

ふい

γ
つ。二

の
系
習
は
最
終
的
な
加
筆
は
徳
川
吉
宗
の
持
弐
で
あ
る
が
、
系
図
を
伝
来
し

た
土
岐
原
氏
の
秀
成
が
、
「
関
東
下
着
、
依
浩
宮
額
上
椙
房
州
在
鎌
倉
、
至
時
営

陸
閣
一
一
泊
太
庄
為
門
影

v

閤
下
向
、
従
か
以
来
、
為
在
主
代
々
相
続
一
疋
々
」
し
、
治
類

へ
ら
れ
た
と
あ
る
。
系
閥
的
は
「
百
六
代
之
常
/
梅
錦

の
伐
に
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総
額
家
仁
、
歴
議
機
励
忠
功
察
、
今
前
知
機
山
比
類
、
依
之
系
関
被
許
、
剰
属
正
経

希
代
之
例
場
」
と
あ
り
、
本
輿
警
に
、

濃
州
大
守
従
頼
芸
被
許
之
率

子
智
天
文
拾
二
季
〔
栄
邦
〕
五
月
台
六
長
崎
賜
之

と
戦
閉
山
期
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
と
見
ら
れ
る
。
党
衡
-
光
行
の
脇
書
安
見
る
に
、

〈

nw
ソ
支
炎
e一
〉
、
従
五
佼
下

光
衡
i
i
l
i

察
官
紙
総
務
女
白
川
勝
、
佐
美
乃
日
出

土
妓
養
蜂
守
、
出
凶
羽
議
入
、
依
融
制

的
政
径
玄
衛
門
総

士
妓
制
判
{
呂
代
、
時
雄
Nm四
年
後
定
衛

門
樹
、
光
年
迫
討
抽
陥
附
則
新
二
割
伸
子

負
品
会
也
、
滋
入
、
左
療
関
川
級
料
相

噛
開
制
明
公
大
将
拝
堂
官
除
機
発

克
行

と
あ
り
、
腿
懸
部
が
「
尊
卑
』
〈
λ

徳
山
本
大
系
図
〉
と
共
通
す
る
。
し
か
し
「
尊
卑
い

と
重
な
る
記
事
が
あ
る
一
方
、
品
協
系
留
に
見
え
な
い
人
物
・
記
事
が
多
く
、
特
に

土
岐
読
流
・
を
多
く
掲
載
す
る
の
が
畿
大
の
特
畿
で
あ
る
。
鰐
へ
ば
本
縞
(
上
)
の

平
記
い
巻
三
十
四
「
新
将
収
不
南
方
瀧
発
事
」
の
名
寄
せ

φ
の
小
里
兵
庫
鏡
、

は
}
部
伝
本
の
能
登
入
選
に
該
当
す
る
人
物
安
持
つ
(
披
隷
〉
。

闘
機

揺

キ!
冒泌

T 
長盟芸
会宰J謬

頼書l頼 t¥
次続 幸3j

従
っ
て
独
自
記
事
の
評
舗
が
課
鵠
と
な
る
が
、
窓
町
中
期
の
泰
去
衆
と
な
っ
た

土
岐
…
族
の
人
物
・
記
事
は
史
料
に
確
認
出
来
る
偶
〈
傍
譲
〉
が
あ
ふ

A
V
)

額

議

!

、V』恥
ι
Z
2
4
/

f
b
7
バ
H
H
~

〈
今
峯
〉

〈
椋
保
〉

五中語長…つL
E喜義 昌政吉
誌 i援 τ

遠

江

守

出

家

内

サ

料
覇

l
i頼
使

法
名
合
捕
時
一
一
郎

調i

自

問

ま
た
土
続
石
谷
氏
郊
を
見
る
に
、量

一一一郊
々々す

郎
々々

一一 38

と
あ
り
、
傍
線
部
は
土
較
系
醤
丙
本
〈
・
稽
山
本
大
系
悶
ほ
ほ
出
向
)
が
、

公
判
谷
一
ニ
郊
渓
谷
五
郎

罷
衡
i
i
1慈
房
!
;
i義
兵
l
i
i頼
実
i
!
i頼
久

と
し
て
一
部
共
通
す
る
が
、
波
線
の
実
在
が

{
S〉

よ
り
線
認
出
来
る
。

L 

r 
fii 
吋
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よ由民
J
i詮
蜜

〈
陶
器
所
〉

側
斜
削
村
総

務

縦

凶

叫

孫

二

郎

防

k

γ議
室
1
1
i溝
氏
l
i
i長
光

削
伊
弘
ム
サ
部
制
緩
人

〈
結
盟
瀬
〉
「
構
康
!
|
|
樹
顕

の
傍
綾
部
の
人
物
も
同
様
、
士
一
堅
広
島
一
期
の
戦
死
は
嘉
慶
一

(
二
一
一
八
八
)
五
月
条
(
群
番
類
提
)
・
「
荘
験
講
執
事
帳
い
罷
年
条
に
穣
諮
問
来
、

長
口
氏
著
が
吋
御
前
落
欝
記
録
」
)
よ
り
、
政
氏
の
子
孫
か
と
議
定
し
た
土
岐
掬
器

所
氏
が
左
勝
践
の
子
孫
と
さ
れ
て
ゐ
る
点
も
符
合
す
る
。
ま
た
、

開
噌
附
抗
守

頼
長

益
使紛

綴
附
側
、
爽
父
頼
近

1賢 治

連i

岐と
をあ
鰐る
木左
お良
勝木
助右
」馬
と 助
相〈
当傍
人議

禁よ
早谷
ろ口
宅氏

持議
ド議
暁通
管り

説室
2事
亭 l帳
Q 一-
iこに

ら言言j
亙号車17;

.:¥i F 里出

一

一

民

館

山

γ
h間

一

下

野

守

一

十

郎

太

郎

十

郎

頼
基
|

l
職
削
一
ー
ふ
!
縞
餅

|
l部
劇
1
一
|
穎
患
尚
イ

皇
制
覇

r

「
綴
英

〕
あ
っ
て
、
波
線
部
が
吋
土
岐
文
書
い
よ
り
事
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
此
処
は

卑
」
?
土
妓
系
図
甲
本
・
徳
山
本
大
系
図
)
と
い
致
せ
ず
、
吋
土
蚊
文
書
い

附
加
す
る
浅
羽
本
・
続
群
警
類
従
本
「
照
明
智
系
図

?
2美
濃
明
総
記
同
所
叙
「
土
岐

系
」
比
一
も
…
致
し
な
い
。
更
に
す
ふ
舷
文
番
」
を
見
る
に
、
前
鍔
の
石
谷
氏
の
以

降
の
控
代
「
土
岐
石
谷
兵
部
少
輪
頼
久
一
九
ぃ
「
土
岐
石
谷
議
九
郎
サ
・
「
土
岐
石
苓
兵

部
少
報
」
が
無
い
事
を
勤
業
す
れ
ば
、
土
絞
傘
本
が
「
土
岐
文
繋
い
或
は
前
掲
系

図
よ
り
補
っ
て
ゐ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
但
し
史
料
と
対
露
す
る
の
は
寧
ろ
少
数

で
、
そ
の
場
合
も
細
部
設
一
致
し
て
ゐ
な
い
。
間
w
ら
、

否
目
立
訴
1
1
1
i
i
i
j

ふ
諺
々
み
刻
叫

1
!
1
1
1
1
1
1
J

〈
涼
説
〉
頼
藤
(
間
部
少
輔
、
法
名
祐
円
)
〉

と
土
岐
章
本
に
あ
る
が
、
「
瑞
最
寺
文
瞥
い
「
管
領
組
出
満
一
冗
踏
ん
行
状
」
(
応
永

二
十
五
年
十
二
月
)
に
「
太
岐
治
部
少
輸
入
道
祐
丹
」
と
、
法
名
が
一
致
す
る
も

の
の
官
途
が
異
な
り
、
家
ろ
土
岐
系
冨
甲
本
〈
頼
雄
子
)
の
「
光
経
援
護
法
会
」

に
官
名
が
一
致
し
、
そ
の
実
在
が
線
認
さ
れ
る
(
「
文
安
帯
帳
b
o

ま
た
誌
河
内
記
」
に
、
「
土
蚊
間
部
少
輔
襲
益
い
が
万
里
小
路
家
と
縄
張
中
村

部
の
領
有
を
争
っ
た
経
緯
が
載
り
、
同
郷
は
「
土
岐
刑
部
小
縮
刷
状
者
、
祖
父
左

京
大
夫
入
滋
〈
常
保
〉
一
丹
拝
領
去
久
司
〉
で
、
豪
援
は
「
…
長
森
」
を
家
名
に
し
た

事
が
分
か
る
(
嘉
吉
二
年
制
同
月
七
日
条
)
。
の
左
京
大
夫
常
保
は
頼
益
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
土
厳
寧
本
で
は
、

39 
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雲善
議寝中
1lti不惑

γ一一一一寸甫

々是々太
々編々お

制

制

部

少

柑

相

対

副

問

益

i
!藤
議
i
i
z政
益

〈
期
松
〉

げ?
子 r、誇I

益
一世

議
霊長孫

際
部
太
甫

致
す
る
も
の
の
額
掠
孫
と
は
し
な
い
。

に
よ
れ
ば
、

と
官
途
が

頼
忠

i

一
務
総
A
N刈
綱
鋭
刻
謝
子

近
警
守

長
尾
署

と
あ
り
、
部
州
服
部
よ
り
頼
益
孫
と
な
る
が
、
土
岐
瀬
木
と
籍
部
が
一

号
月
権
大
郎
獄
中
南
ヤ
務

制
駅
南
一

ω
i
i光
忠
|
|
警
康
i

1
慶
話
機
祭

と
あ
る
土
離
系
諮
問
γ
本
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
土
岐
章
本
は
室
町
中
期

迄
の
土
岐
庶
流
を
集
め
る
が
、

N
W
ず
し
も
人
物
閉
鎖
・
記
事
は
正
確
で
な
く
、
石

谷
氏
の
系
図
を
見
る
に
務
線
部
が
他
の
系
図
と
…
致
す
る
事
か
ら
す
る
と
、
既
存

の
系
問
問
に
増
補
し
た
形
態
が
残
る
と
思
は
れ
る
。

問
題
の
土
綾
瀬
貞
子
弟
に
も
、
複
数
系
盟
の
合
惑
を
明
ら
か
に
詣
掲
出
来
る
。

総
数
孫
太
郎

杭
時
臨
臨
近
江
市
寸

孫
閲
耐
悌

定
近
大
夫

綴
総
叶
」
総
総
説
附
欄
剤

頼怒
春必

40 

/、
す

的
脅
六
郎

々々
建
武
一
ニ
年
京
丹
肉
附
予
入
上
洛
も
将
軍
家
上
洛
御
共
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絵
大
将
軍
、
発
市
内
総
州
、
兵
部
機
待
相
時

出
家
際
応
三
九
…
話
量
生
寺
田
明
書
在
之

弘
太
的
咋
友
庫
頭
一
罰
則
斗
斗
則
泌
総
バ
録
制
型

ji共

済雪
道

感
縄
問
仰
-
餅
泌
総
餅
判
川

と

あ

り

、

傍

線

が

に

見

え

な

い

詳

誌

で

あ

る

。

本

轄

の

問

題

を

本
系
図
よ
り
見
る
と
、
ィ
、
十
郎
穎
有
企
持
ち
、
平
爵
説
に
合
致
す
る
事
は
前
漉

し
た
が
、
…
方
で
説
者
十
郎
願
京
を
持
ち
同
人
を
伊
い
ね
J

六
部
と
も
す
る
。
一
気
に
柏

者
六
揺
を
別
人
と
し
て
語
り
、
同
系
匡
は
諸
説
を
併
記
す
る
。
ロ
も
同
様
、
患
嵩

と
胤
演
を
裂
揮
し
、
前
者
の
脇
書
は
定
都
府
守
い
に
同
じ
だ
が
、
一
史
に
頼
明
と
謁
誇

を
別
人
と
す
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
ハ
は
「
尊
卑
」
と
呉
な
り
額
重
に
「
小
太
郎
い

の
競
走
闘
を
持
た
ず
、
「
右
衛
門
施
人
」
の
官
称
と
周
清
諜
援
の
際
の
慰
死
を
記
す
が
、

周
清
坊
鎖
剰
刺
制
問
掛
け
川
、
自
公
方
被
一
部
工
、
(
中
略
〉
又
自
侍
所

持
寄
土
蚊
蜂
爆
犠
所
〔
中
御
門
酉
調
演
〕
処
、

観
応
元
年
十
}
月
六

E
条〉

と
あ
る
記
事
に
揺
応
し
て
ゐ
る
。
内
尊
卑
」
に
は
、
毅
衡
を
長
子
と
せ
ず
、

罵
濯
の
弟
と
す
る
家
系
闘
の
存
す
る
旨
の
註
記
が
あ
り
、
合
致
す
る
が
、
右
衛
門

滅
入
の
刑
死
は
謀
反
設
か
ら
…
月
以
上
後
で
、
周
清
と
山
内
特
に
斬
ら
れ
た
の
は
、

別
の
弟
の
ま
衛
門
大
夫
で
あ
る
か
ル
川
市
土
岐
章
本
は
正
磁
で
は
な
い
。
ま
た
お

衛
門
蔵
人
は
毘
幽
太
暦
」
十
一
丹
六
日
条
に
「
或
説
土
岐
末
子
一
人
不
滋
得
、
前
敏

之
桑
首
近
々
」
と
あ
り
、
「
米
子
」
が
「
悪
源
太
」
で
あ
る
か
此
一
一
か
偶
然
鍔
で
あ
ら
う
。

提
っ
て
悪
源
太
に
お
縮
問
蔵
人
を
苑
て
る
こ
れ
迄
の
諸
見
解
に
は
筆
者
は
賛
成
出

来
な
い
。
土
岐
議
本
が
誌
に
「
弥
太
郎
仰
い
莱
を
吊
る
の
は
鰐
題
、
だ
が
、
兵
康
入
選

頼
明
に
「
当
腹
嫡
子
」
・
「
弥
太
郎
」
と
あ
る
事
に
従
へ
ば
、
寧
ろ
兵
庫
閥
頼
携
が

吋
太
平
記
い
の
悪
源
太
に
相
当
す
る
可
能
性
が
考
尚
怨
さ
れ
ょ
う
か
。

以
よ
か
ら
す
る
と
太
岐
挙
本
は
、
葉
町
期
の
庶
詫
系
図
部
に
一
定
の
史
実
が
反

映
し
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
問
題
の
頼
貞
子
議
部
に
は
、
各
種
土
岐
系
図
の

合
成
が
あ
り
、
直
ち
に
史
実
と
す
る
事
は
出
来
な
い
の

メキ

〈
門
社
家
記
録
」
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五

「
作
者
部
類
』
下
所
設
「
土
岐
長
系
罷
」
に
つ
い
て

「
作
者
部
類
」
は
一
冗
盛
が
慾
武
四
年
に
撰
述
し
た
後
、
康
安
二
年
、

が
吋
総
務
和
歌
集
」
・
諒
桝
千
載
和
歌
集
』
作
者
を
追
補
し
た
と
さ
れ
る
。
宮
市
内
号

誉
陵
部
蔵
の
伽
判
所
本
(
近
世
写
、
一
一
一
冊
〉
に
よ
る
が
日
下
巻
の
本
奥
書
に
、

本一宮

「
建
武
脱
却
十
七
月
六
日
顛
緊
之
、
吏
清
書
之
、
窓
余
繁
之
初
旬
迫
、

労
功
、
述
翻
詑
愚
悲
之
業
力
、
忽
資
被
作
者
之
替
捷
需
己
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別
部
侍
部
光
之
」

「
胤
報
集
・
新
千
載
集
作
者
等
失
錯
多
端
、
探
知
非
一
、
然
語
拭
者
眼
番
入

本
部
了

年
正
月
七
日

和
歌
一
隣
国
生
光
之
」

と
あ
り
、
そ
の
次
に
は
下
の
士
一
銭
系
閣
が
耕
附
さ
れ
る

G

ー
氏
充

γ
↓
元
正

γ
i
線
千

土
岐

頼
貞
i
!イ
i
頼
迷

了
鞍
時

↑

十

師

陣

掛

時

明ご
智十

八
伊
入
選

頼
時
女
全
般

左右
樹衛
門同
大 義
夫人
入
道話

こ
れ
は
勅
謡
歌
人
を
輩
出
し
た
間
一
族
の
一
た
覚
書
で
、

対
蕗
し
て
ゐ
る
喝
即
ち
「
作
者
部
類
い
本
文
よ
り
土
岐
二
放
を
摘
記
す
る
に
、

(

巻

中

部

)

号
幕
ん
ぬ
棋
士
総

〔
信
者
権
守
、

(ヱ
γ〉

隠
岐
守
光
定
、
)

一
風
…
新
千
一

土
設
制
押
古
広
中
d

問
問

〔
頼
貞
子
〕

土
岐
大
同
早
大
夫

源
頼
康
〔
法
名
普
患
、
頼
貞
鍬
)

滋
室
氏
〔
宮
出
少
甫
〕

新
千

同

:::;:-: 7，際高
ノ¥ じ 仁明

性完 i
" 主主
弾
正
少
際
頼
遠
子

新
手

42 -

巻

下 i原
克 A

正高

弾

事歩
弼
頼
遠

新
千

土
議昌

義

待
機

新
千

土
紳
棋
人
弁
入
選

善
諒

新
千

部〉

糠

頼

時

女

(

土

岐

氏

充

母

〕

新

千

一

と
あ
り
、

M
同
議
以
外
が
こ
の
系
民
に
鷲
場
ず
る
。
ま
た
こ
の
後
の
勅
撰
集
に
初
出

す
土
岐
一
誠
歌
人
が
、
系
隠
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
系

(
回
)

関
が
惟
宗
党
之
の
手
に
な
る
と
し
た
ら
ば
、
最
も
近
い
時
代
の
部
銭
と
し
て
貴
重

で
あ
る
が
、
議
掲
の
奥
書
の
後
に
あ
り
、
又
こ
れ
を
持
た
な
い
伝
本
も
あ
る
か
ら
、

詞
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系
留
の
成
立
時
期
・
作
者
は
不
明
で
、
の
出
裁
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
系
図
で
品
加
者
十
部
と
さ
れ
る
頼
時
は
…
部
吋
太
平
記
い
と
、
土
故
意
本
に
五

郎
と
し
て
釣
る
N
M
外
、
系
簡
に
見
え
ず
、
氏
光
・
充
正
母
が
柏
者
十
部
女
子
で

あ
っ
た
事
も
米
確
認
で
あ
る
。
円
作
者
部
類
い
も
「
十
郎
歎
」
と
し
て
確
議
し
て

ゐ
な
い
か
ら
、
援
に
系
留
が
光
之
の
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
者
十
郎
の
隷

を
殺
時
と
断
定
出
来
な
い
だ
ら
う
。
更
に
土
一
綾
系
図
に
見
え
ず
、
円
太
平
記
」
巻

三
十
路
名
寄
せ
品
ゅ
の
一
戸
山
頼
子
に
相
幾
す
る
人
物
が
頼
遠
子
に
釣
ら
れ
る
か
ら
、

円
太
平
記
』
の
影
響
が
問
題
と
な
る
。
然
る
に
期
崖
と
崩
消
を
関
人
と
す
る
点
は
、

「
太
平
副
」
と
異
な
り
、
吋
太
平
記
』
に
見
え
な
い
摂
津
守
・
お
衛
門
入
選
雀
左
櫛

門
大
夫
入
識
も
載
せ
る
。
後
一
一
殺
は
兵
庫
入
選
の
乱
に
連
座
し
て
刑
死
す
る
の
は

蔀
述
し
た
が
、
「
土
岐
崩
時
、
再
舎
弟
左
南
田
川
大
夫
入
道
」
〈
「
社
家
配
銭
』
観
応

一
苅
年
入
持
月
二
十
七
日
条
)
と
あ
り
、
左
衛
関
川
大
夫
が
周
波
の
弟
、
お
高
門
隣
人
を

末
子
と
す
る
点
、
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
摂
津
守
も
「
太
平
記
』
に
は
見
え
ず
、
円
作

者
部
類
」
「
土
綾
氏
系
図
」
は
、
と
は
裂
に
史
実
を
伝
へ
て
ゐ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。

注
自
さ
れ
る
の
が
次
男
を
明
智
九
削
除
、
一
男
を
六
郎
と
し
て
、
刊
以
下
兵
煉
ま
で

元
弟
絞
め
注
記
が
あ
る
事
で
あ
る
。
兵
庫
一
頭
頼
明
の
復
名
は
諸
系
憾
で
区
々
で
あ

っ
た
が
、
本
系
図
で
は
末
弟
の
方
に
な
る
〈
こ
れ
は
当
壊
と
解
し
て
不
都
合
で
は

な
い
コ
ま
た
長
男
の
注
記
は
な
く
頼
逮
(
吋
格
闘
ヰ
い
で
は
七
部
と
守
る
〉
が
最
初

に
掲
出
さ
れ
る
が
、
次
掲
の
頼
時
に
も
そ
の
可
能
性
が
あ
り
、
吋
尊
卑
い
に
従
ひ
、

伯
勢
十
部
を
末
子
と
見
な
せ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
成
立
点
に
不
明
が
残
り
、
現

喜
本
で
は
綱
済
と
兵
庫
が
斑
人
の
知
く
吊
る
の
が
問
題
だ
が
、
円
作
者
部
類
」
「
土

岐
氏
系
図
」
は
、
整
合
的
で
史
実
に
合
致
す
る
点
が
多
い
と
評
価
出
来
る
。

石
川
市
川
系
悶
い
の
土
岐
氏
系
図
欝
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
未
検
…
誌
の

土
較
系
鴎
藻
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
、

附
民従

五
位
下

火
先
桝
制

i
光
地
勺
i
占
禁
J

一弓

J
朝

士
成
伶
諮
問
淡
凶

静
一
引
な
佼
下

徒

五

位

下

実

設

守

伯
者
{
す
左
常
期
蝿
け
火
災
浅
野
制
刊
門
関
代

了
光
良

1
1光
衡

i
l党
宥
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iJ 
lis l 

判

官

代

終

人

夜

明

は

滋

人

l

l

j

i
国
成
3333352555ii
綴
数

一

気

良

滋

仲

間

的

寸

太

郎

孫

ふ

丸

山

節

約

一

銭

畿

内

寸

光

{

需

関

山

間

経

i

a

ユ

郎

一

式

匁

太

郎

「
先
家

τ説
関
i
i
i
恭
一
国

制

判

術

商

代

太

郎

!
間
関
平

ilm田
村
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Jτ 一

1了郎

ム
γ 森安

土
岐
頼
話
(
一
一
二
五
四
)
の
俊
代
が
最
後
出
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

前
稿
(
上
)
で
渋
川
ヤ
足
科
将
軍
家
の
後
補
部
分
合
除
い
た
、
弛
の
守
護
大
名
家

の
最
抜
出
の
人
物
の
没
年
か
ら
推
定
し
た
吋
渋
川
」
の
最
終
成
立
時
期
と
背
験
し

な
い
。
ま
た
他
系
図
と
の
間
側
部
を
見
る
に
、
『
作
者
部
類
」
「
土
岐
氏
系
関
」
と
寵

接
関
誌
は
な
く
、
土
蚊
察
本
よ
り
の
抜
粋
と
見
る
事
も
出
来
な
い
。
特
に
土
銭
章

本
の
市
対
木
氏
部
〈
前
掲
)
を
見
る
に
、
舟
木
謡
一
一
一
郎
に
相
当
す
る
人
物
に
、
頼
久

と
吋
渋
川
」
の
定
行
の
問
名
を
挙
げ
て
ゐ
る
が
、
「
渋
川
川
」
が
土
妓
章
本
の
一
方

を
探
吊
し
た
の
で
は
な
く
、
後
者
が
前
者
の
知
念
系
留
を
判
期
し
た
為

η重
複
と

考
へ
ら
れ
よ
う
。

「
渋
川
い
は
こ
の
閥
系
掴
よ
り
も
基
本
陣
に
「
算
出
特

定
態
を
有
す
る
可
能
性
の
あ
る
欄
間
を
指
嫡
出
来
る
。

の
出
自
で
、
(
・
土
岐
系
図
甲
本
〉
で
は
、

VH 

、。、、、
a

、
也
、
、
、
a

b
，

ヵ

ヵ

つ
は
土
蚊
氏
視
の
光
衡

一
頼
恭

一
実
父
光
厩
訳
出
川
、
為
光
基
子
也
知
制
同
紙

1
光
基

L
I光
衛
(
↓
土
絞
氏
)

γ
i

党
長
?
国
長

下
記
経

γ
l光
努
主
李
登
椛

と
し
て
、
光
衡
は
、
光
長
実
子
で
嫡
流
党
基
跡
を
輯
続
し
た
と
あ
北
密
出

{
明

M
V

本
で
も
光
衡
を
光
基
流
と
す
る
が
、
「
渋
川
h

は
光
長
流
と
し
て
、
光
基
の
跡
を

継
い
、
だ
と
す
る
説
明
が
な
い
。
主
~
山
川
川
い
が
光
基
繋
子
説
を
省
い
た
可
縮
性
も
百

支
出
来
な
い
が
、
「
祐
格
掬
十
』
は
関
税
を
案
配
し
た
も
の
で
、
「
渋
川
川
い
は
土
岐
氏
鱗

流
説
以
前
の
吉
態
を
望
め
る
可
詑
性
が
あ
る
。
ま
た
気
良
頼
数
の
脇
書
に
吋
尊
卑
」
・

土
故
系
垣
間
γ
本
・
土
岐
章
本
が
伯
警
十
郎
・
左
近
議
人
の
開
設
を
併
事
さ
せ
て
ゐ

た
が
、
「
渋
知
」
に
左
近
蔵
人
の
注
記
が
な
い
事
も
「
尊
卑
い
の
爾
説
併
記
以
前

の
形
態
を
留
め
て
居
る
可
能
性
を
指
摘
出
来
る
。

こ
れ
は
「
渋
川
い
が
古
態
門
前
早
卑
い
よ
り
の
故
粋
系
留
の
性
格
が
強
い
と
し
た

前
輪
の
考
察
と
背
馳
し
な
い
訳
だ
が
、
「
給
体
尚
ヰ
』
と
の
相
違
点
明
、
「
渋
川
い
が
正

し
い
と
考
へ
ら
れ
る
積
所
を
幾
っ
か
指
摘
出
来
る
の
一
つ
は
「
渋
川
い
で
土
岐

叢
本
)
が
頼
古
・
頼
孝
を
頼
員
の
予
と
し
、
前
者
を
兵
庫
閣
と
す
る
事
で
あ
る
の
「
康

永
岡
年
延
暦
寺
市
状
』
紙
背
「
足
利
尊
氏
関
東
下
向
指
次
・
合
戦
注
文
」
(
建
裁

二
年
三
一
…
一
三
五
〕
八
月
)
の
辻
堂
片
瀬
河
原
合
戦
の
戦
死
者
記
事
、

土
岐
隠
岐
五
郎
土
岐
柏
香
入
選
孫
〔
兵
庫
頭
、
問
舎
弟
〕
〈

Tm北
職
議
文

関
東
締
』
二
七

O
〉

(EV 

の
、
頼
貞
孫
の
兵
庫
頭
兄
弟
戦
死
記
事
に
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
吋
渋
川
』
に
よ
り
、
鹿
間
伊
豆
守
合
確
認
出
来
る
。
吋
熊
各
文
書
い
ふ
八
八
「
熊

45 
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谷
直
経
代
一
一
一
山
重
行
革
忠
状
」
三
年
〔
一
三
田
十
月
)
に
「
土
蚊
撚

盟
問
削
除
毅
工
大
日
本
吉
文
勢
)
と
見
え
、
百
合
王
子
文
勢
」
「
足
利
義
詮
欝
教
舎
に
銭

感
三
年
七
月
)
に
は
、
賂
譲
門
真
庄
一
…
一
勝
村
の
搾
誌
を
処
口
め
ら
れ
た
「
飛
騨
伊
一
足
守
」

が
ゐ
仁
J
聞
い
「
引
付
頭
人
仁
水
執
ヂ
奉
書
」
(
応
安
五
年
〔
一
三
七
一
一
一
)
十
二
月
〉

に
、
「
思
田
伊
豆
入
選
」
と
あ
る
。
更
に
「
管
領
難
波
義
将
泰
書
」
に
は
「
土
岐

把
田
入
遺
跡
」
〈
議
襲
二
年
一
一
一
月
)
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
艶
缶
四
郎
は
吋
渋

川
川
」
の
党
時
(
或
は
光
駿
)
に
、
伊
豆
守
は
吋
太
平
記
い
巻
三
十
四
の
名
得
せ
穆

に
「
飛
騨
伊
豆
入
濃
」
と
見
え
た
が
、
夜
些
の
光
直
を
患
で
得
弘

次
に
本
職
〈
上
〉
で
該
当
人
物
不
明
と
し
た
吋
太
平
自
の
土
岐
阿
波
棋
が
掲

載
さ
れ
る
の
が
「
訣
別
い
で
あ
る
。
ニ
入
の
阿
波
守
額
請
を
載
せ
る
の
は
「
渋
間
』

に
混
乱
が
あ
る
と
患
は
れ
る
が
、
蜂
綴
頼
識
は
本
稿
(
上
)
の
名
寄
せ
舎
の
教
運
本
盆

毛
利
本
吋
太
平
記
」
に
近
江
守
験
禁
と
し
て
登
場
し
て
ゐ
た
。
官
途
が
異
な
る
が

教
連
本
が
依
拠
し
た
議
留
ま
た
は
史
料
と
、
内
法
山
川
』
に
持
ら
か
の
隣
係
が
あ
る

と
考
へ
ら
れ
包
蜂
屋
氏
に
は
足
利
氏
に
髄
従
し
た

E
岐
近
江
守
貞
経
一
市
)
「
除

原
近
江
守
」
が
屠
る
が
、
蜂
掻
頼
清
が
新
田
磯
良
に
従
っ
た
こ
の
締
波
守
と
す

q
M
)
 

れ
ば
、
反
幕
府
側
と
し
て
度
々
登
場
す
る
蜂
口
座
氏
の
存
在
の
説
明
が
つ
く
か
。

更
に
吋
諮
問
川
』
と
土
絞
章
本
に
の
み
見
え
る
の
が
前
掲
し
た
教
国
誌
で
、
土
岐

点
総
本
で
、
そ
の
父
故
国
に
「
於
九
州
平
沼
磯
子
」
と
あ
っ
た
が
、
尚
北
朝
の
乱
よ

り
九
到
に
土
岐
民
が
存
在
し
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
「
成
惚
文
書
」
「
成
恒
種
定
箪

忠
状
」
〈
競
応
元
年
五
月
、
吋
南
北
朝
九
粥
い
二
七
六
九
)

属
鉱
w
仰
術
科
令
発
向
内
之
処
、
(
中
略
〉
き
崩
御
敵
(
市
中
時
)
土
蚊
識
人
太
郎

ゃ

、

「

都

昭

文

書

』

「

務

甲

惟

状

」

(

『

南

北

韓

丸

山

川

い

。
六
〉
に
、

為
置
糸
、
株
故
調
発
向
之
問
問
、

土
岐
蔵
人
大
郎
以
下
街
敵

と
鎮
西
に
「
ゑ
蚊
蔵
人
太
部
地
」
が
ゐ
る
が
、
沼
山
川
川
」

教
問
誌
の
各
人
の
実
在
の
雑
誌
が
今
後
必
要
だ
が
、

的
性
が
あ
る
か

Q

(
出
)

「
渋
川
い
は
今
峯
駿
河
守
光
政
を
「
外
出
」
と
誤
り
、
ま
た
明
智
額
重

(
お
)

を
「
式
部
少
繍
」
と
す
る
の
は
「
良
部
少
楠
」
が
正
し
い
点
、
十
全
で
は
な
い

が
、
歴
史
的
に
校
日
す
べ
き
点
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
土
岐
頼
貞
一
族
の
特
定
が

一
部
)

進
む
だ
ら
う
か
。
イ
は
十
部
に
父
と
問
ヒ
く
「
頼
索
」
と
あ
る
が
、
本
来
「
頼

関
矧
」
と
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る

G

こ
の
北
z
廷
は
冨
時
点
ヰ
」
で
は
な
く
、
一
部
「
太

平
記
い
に
…
致
す
る
が
、
読
ん
山
川
い
の
韓
を
以
て
正
し
い
と
す
る
事
は
出
来
な
い
。

結
句
、
諸
系
醤
と
の
比
較
か
ら
決
定
出
来
な
い
の
が
、
寧
ろ
緯
よ
り
も
吋
渋
川
」

が
十
部
を
頼
貞
の
良
子
の
位
置
に
置
い
て
、
米
沢
本
(
・
然
資
院
本
)
「
太
平
記
い

巻
一
に
一
致
し
、
先
の
吋
作
者
部
組
い
「
土
岐
氏
系
関
」
に
近
い
事
が
注
目
さ
れ

る
の
従
来
の
『
尊
卑
い
の
現
解
で
は
、
伯
響
十
部
は
頼
員
の
最
求
子
で
、
そ
の
場

合
、
一
族
の
統
率
力
を
過
大
視
出
来
な
い
が
、
十
郎
が
有
力
御
家
人
と
な
っ
て
ゐ

た
土
絞
頼
貞
の
蕪
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
密
人
の
全
て
で
は
な
く
、
土
岐
…
族
の
陰

謀
高
記
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
ふ
叩
、
吋
花
関
院
浪
記
」
に
張
れ
語
、

十
郎
と
共
に
討
た
れ
た
多
治
見
に
つ
い
て
、

田
一
地
味
、
、
関
長
砧
割
誠
司
調
酢
外
経
之
親
族
云
々
〕

と
、
伯
審
議
…
山
内
麟
貞
の
外
戒
と
詑
し
、
幕
府
は
こ
の
時
、
総
貞
の
鎌
倉
の
鼠
散
に

兵
を
向
け
て
を
弘
頼
長
の
関
与
も
想
定
出
来
よ
う
。

一
方
、
「
尊
由
主
俄
の
伯
者
十
部
・
左
近
義
人
併
記
辻
宮
山
川
い
に
は
な
い
の
だ
が
、

舟
木
頼
春
多
気
具
額
数
と
も
に
「
左
近
識
人
」
と
あ
っ
て
特
に
、
密
告
者
影
山
一
示
す

は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
『
立
削
寺
年
代
記
」
に
、

第
九
十
七
後
一
一
条
韓
、
、
一
之
王
子
、
元
弘
元
年
辛
米
御
即
位
、

の
頼
教
務
審
一
に
一
致
す
る
。

一

氏

一

時
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彼
帯
御
卒
崩
関
、
一
一
一
宮
又
併
開
設
、
議
之
、
大
覚
寺
殿
御
謀
叛
起
、
ム
ハ
披
羅

井
関
東
御
退
一
前
ア
ル
ヘ
々
警
官
ロ
出
来
、
説
者
美
濃
諌
氏
頼
光
末
葉
世
嗣
判

記
何
刊
揺
出
超
劇
バ
也
(
続
群
警
類
提
〉

と
、
在
近
識
人
の
出
自
に
つ
い
て
普
及
が
あ
っ
た
。
諸
系
関
を
晃
る
に
、
議
倉
幕

府
滅
亡
以
前
、
土
絞
…
族
の
中
で
判
判
官
伐
を
訴
す
る
の
は
気
良
頼
数
の
騰
す
る

悶
乎
流
の
間
平
と
国
民
で
あ
る
。
ま
た
土
岐
章
本
の
い
気
長
頼
数
脇
書
に
は
、
「
武

家
依
還
忠
、
被
収
公
所
帯
」
と
あ
り
、
『
葬
尚
早
い
に
は
間
氏
の
勝
を
継
い
だ
の
が

額
数
で
な
く
、
頼
蔭
と
す
る
。
「
立
M
M
年
代
記
」
は
書
き
継
ぎ
の
痕
跡
を
残
す
…

方
、
夫
内
阿
部
の
歴
代
、
本
記
事
の
万
里
小
路
中
納
言
を
「
信
一
房
」
と
誤
る
な
ど
問
題

が
あ
る
の
だ
が
、
以
上
の
史
料
か
ら
気
良
額
数
が
問
題
の
左
近
蔵
人
で
あ
る
可
能

性
会
提
出
し
た
い
噌
円
渋
川
と
(
及
び
『
尊
卑
古
を
見
る
に
、
本
来
の
嫡
誌
と
息

詰
れ
る
国
平
流
を
始
め
、
一
族
は
「
関
」
を
片
裁
と
し
て
ゐ
る
が
、
南
北
朝
鰐
よ

り
国
平
認
・
国
時
総
・
教
問
的
流
・
定
親
流
に
「
駿
」
を
片
緯
と
す
る
一
挟
が
現
れ、H山

町
」

る
。
こ
れ
は
端
的
に
土
岐
頼
喪
流
の
一
銭
内
の
媛
般
の
確
立
を
示
す
が
、
開
平
流

も
頼
数
に
歪
り
、
藤
貞
掠
の
片
誇
を
受
け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

煩
雑
な
考
献
を
重
ね
た
が
、
現
寂
の
一
所
、
町
議
サ
卑
」
や
土
岐
章
本
で
は
な
く
、

よ
り
摂
乱
が
少
な
い
『
作
者
部
類
で
沼
山
市
川
い
こ
そ
南
北
朝
初
期
の
土
岐
氏
の
比

定
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
系
躍
で
あ
る
事
を
結
論
と
し
た
い
。

注

そ
の
他
「
源
域
抄
い
よ
り
の
土
毅
一
族
記
事
の
接
き
書
き
が
あ
る
。

光
定
の
仮
名
を
「
五
部
」
と
す
る
の
は
議
活
本
・
態
山
本
大
系
国
・

岐
系
囲
内
本
。

〈3
)
「
鎌
禽
年
代
記
議
議
官
」
(
増
補
続
史
料
大
成
)
。

(
4
〉
外
山
持
康
は
『
永
事
九
年
十
月
二
十
一
良
行
幸
記
』
に
「
土
岐
外
山
中

務
少
繍
持
康
)
」
(
以
下
「
永
卒
行
幸
一
記
b
、
今
峯
頼
畿
は
『
立
政
寺
文
書
い
「
今

嶺
頼
曲
一
一
原
高
地
寄
進
状
」
(
康
暦
元
年
間
口
月
、
円
岐
卒
県
史
古
代
e

g

中
世
史
料
嬬

二
〉
、
間
頼
経
は
ア
水
率
一
行
幸
記
い
に
「
土
岐
今
峯
次
郎
頼
経
」
、
穂
保
邸
別
部

大
輔
は
『
永
卒
以
来
御
脅
帳
い
(
群
番
類
提
)
に
「
土
紋
穏
保
郡
部
大
輔
」
と

あ
る
人
物
。

〈5
)
「
児
科
義
満
袖
制
調
教
書
」
(
嘉
擾
一
一
一
年
七
月
〉
に
「
ホ
蚊
石
谷
逮
託
守

氏
久
」
、
「
足
利
義
持
袖
判
櫛
教
審
」
(
応
永
一
一
一
十
一
年
十
二
月
)
、
「
足
利
義
教

袖
朝
御
教
書
」
〈
永
享
一
一
一
年
九
月
)
に
「
土
岐
お
谷
議
三
路
浮
久
」
〈
前
注
参
照
〉
。

ま
た
先
の
ウ
氷
山
事
行
幸
記
い
に
「
土
岐
五
谷
孫
三
郎
淳
久
ん
が
見
え
る
の

〈6
)
久
々
利
長
部
少
締
は
吋
東
山
殿
大
名
外
様
鰐
い
〈
今
谷
明
氏
内
室
町
幕
府

解
体
過
程
の
研
究
」
第
一
一
一
章
耳
東
山
段
時
代
大
名
外
様
附
』
に
つ
い
て

i
奉

公
衆
の
解
体
と
再
弱
1

」
の
翻
刻
に
よ
る
。
以
下
『
東
山
番
綬
い
)
に
、
加
盟

瀬
持
療
は
、
吋
後
鑑
」
誌
、
水
二
十
九
年
二
月
ニ
十
一
ニ
ヨ
条
一
敗
引
「
諸
家
文
書
纂
』

「
足
利
義
持
講
教
謬
」
に
「
服
揺
瀬
一
一
…
部
持
康
」
と
あ
る
(
新
訂
増
補
国
史
大
系
。

土
岐
系
図
申
本
で
は
「
孫
二
部
」
〉
。

〈7
)
吋
岳
山
辻
時
神
社
議
書
」
(
名
著
出
議
機
溺
)
に
よ
る
。

(
8
〉
桑
尚
治
熱
氏
覇
軍
首
幕
府
引
骨
史
料
集
成
』
上
引
所
収
。

(
9
)
頼
忠
は
「
足
利
義
詮
袖
制
作
下
文
」
〈
削
減
志
二
年
九
月
)
に
「
左
近
将
盤
頼
患
」
、

土
蚊
下
野
守
法
名
浄
践
は
「
同
被
判
下
文
」
〈
永
徳
三
年
七
月
)
に
、
「
十
郎
頼
篤
」

は
「
開
袖
持
御
教
審
」
に
、
圏
第
は
「
土
較
国
銭
置
文
ん
へ
応
、
者
一
…
ト
二
年
二

に
見
え
る
。
一
方
、
一
一
議
線
部
の
ウ
矢
部
少
締
」
は
「
室
町
幕
府
泰
行
人

奉
裳
」
(
間
約
応
mm
年
…
一
一
月
〉
に
「
土
岐
間
約
智
兵
部
少
輔
頼
定
い
と
見
え
る
。

(
ぬ
)
大
衆
書
房
吋
葵
護
明
細
記
美
濃
雑
事
紀
」
の
諮
刻
に
よ
る
。
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「
足
利
将
軍
家
下
知
状
い

(日
)

1

室
町
幕
府
奉
有
人
連
回
数
奉
書
」
(
大
永
二
年
九
月
)

(
凶
)
吋
岐
阜
県
史
古
代
・
中
世
史
料
編
一
』
所
収
。

(
日
)
嘉
吉
元
年
十
二
月
二
十
一

E
条
。
〈
〉
は
間
十
二
丹
記
紙
背
文
書
よ
り

補
。
大
日
本
古
記
鎮
に
よ
る
。

(

出

〉

日

八

月

二
所
絞
〉
。

a

二
十
八
日
条
(
増
補
綾
史
科
大
或

め
る
。
従
つ

存
子
〕
来
輿
」

(
ロ
〉
函
号
一
五
回
ノ
一
一
入
、
巻
上
奥
に
「
本
云
、
文
亀
元
年
十
月
自
子

持
永
正
十
四
年
五
月
二
日
於
香
呂
山
東
谷
泉
坊
書
写
了
」
の
本
実
書
あ
り
。
猶
、

同
所
蔵
の
同
じ
く
御
一
所
本
の
一
二
冊
本
(
一
五
四
ノ
六
六
)
、
持
議
六
器
本
(
一
五
一
一
一

ノ
コ

O
一
一
一
て
同
蔵
谷
森
本
三
時
(
一
一
一
五
一
ノ
二
一

O
Y
前
議
一
一
一
冊
本
二
五
一
一
一

一
口
、
輯
耀
瞬
完
顧
制
引
の
み
て
蹴
瞬
対
媛
題
(
…
一
一
冊
〉
、
制
淵

に
は
な
し
。

の
龍
子
資
料
又
は
紙
幾
写
実
に
よ
る
。

(
国
)
「
続
観
世
音
経
描
三
十
一
一
一
吉
和
歌
」
(
吋
大
日
本
史
料
」

六
之
.
一
寸
廷
一
光
一
冗
年
由
月
三
日
条
所
収
)
に
道
議
の
和
歌
が
載
る
。

(
川
口
)
「
続
作
者
部
類
」
(
劃
闘
制
閣
当
嬬
柄
。
一
五
二
ノ
三
四
六
)
を
参
考
に

土
岐
氏
に
比
定
さ
れ
る
歌
人
の
入
集
状
況
を
挙
、
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
、
吋
新

初
出
の
閤
み
の
歌
人
は
系
留
に
設
ら
れ
な
い
の

民
雅

(
二
一
一
四
九
)

〈一一二五九〉

〈
コ
ね
人
間
)

ご
間
間
三
九
」

氏頼関頼頼
光康 i中|遠貞
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(

お

〉

光

ケ

ん

の

不

明

。

父

の

〈

五

一
一
十
八
日
に
七
十
九
識
で
設
〈
吋
砂
巌
」
「
光
古
人
道
玄
照
臨
終
詩
歌
」
、

叢
刊
)
。

(
包
)
『
作
者
部
類
」
説
と
対
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
土
岐
章
本
で
、
氏
先
に
「
仁

木
義
長
甥
、
於
伊
勢
田
井
尻
、
河
原
詩
苑
」
と
あ
り
、
氏
光
母
は
仁
木
氏
の
知
く
だ

が
、
巻
三
十
五
「
新
将
家
錆
議
事
付
、
擬
討
仁
木
義
一
長
率
」
で
はアン

で
は

患
識
を
尽
く
し
た
氏
光
と
爵
一
人
物
と
さ
れ
て
を
り
、
養
子
説
も
あ
る
か
ら
、
土

岐
章
本
が
正
し
い
と
断
定
出
来
な
い
(
土
岐
系
図
丙
本
は
弐
先
に
「
左
罵
勤
仁
木

義
長
為
子
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
『
太
平
記
』
の
影
響
か
)
。

(
詑
)
土
岐
章
本
は
光
基
i
充
衡
と
し
て
光
長
子
の
記
述
な
し
。
土
岐
系
霞
丙
本

で
は
、

と
、
の
閥
説
を
路
ま
へ
る
が
、
光
衡
と
光
行
が
続
か
な
い
不
都
合
が
あ
る
。

(
お
〉
当
該
本
文
は
損
議
「
譲
れ
譲
氏
考
証
補
闘
」
(
「
出
形
県
立
米
沢
女
子
…
短
期

大
学
附
属
生
活
文
北
窃
究
所
報
告
』
三
十
回
、
平
成
十
九
年
一
一
一
月
)
に
翻
刻
。
猶
、

長
火
口
密
蔵
院
本
「
桂
竹
系
額
」
(
続
群
書
類
従
)
は
、
更
に
「
光
信
j
光

基

!

土
誼
先
祖

光
衡
i
先
行
」
と
光
行
を
継
ぐ
。

〈
川
社
〉
『
家
中
竹
馬
記
」
に
は

識
と
し
て
、

濡
仰
の
一
日
父
子
組
光
の
苗

と
し
て
講
和
相
灘
氏
嫡
流
の

の
あ
っ

仮
名

「
十
郎
太
郎
ヤ
「
ふ
i
的
伸
一
は
伯
脊
十
郎
の
長
・
次
男
の
方
が
栂
応
し
い
。

(
担
)
吋
愛
知
県
史
資
料
編
入
」
所
収

G

(
幻
)
「
愛
知
県
史
資
科
編
九
』
所
収
。
次
掲
の
「
管
額
斯
波
義
将
奉
書
」
署
「
引

付
方
頭
入
山
名
義
理
奉
書
」
も
同
じ
。

〈
路
)
『
文
安
番
接
」
に
も
土
岐
肥
田
伊
豆
守
あ
り
。
ロ
ハ
吋
渋
川
川
い
と
他
系
図
と
の

相
違
が
大
き
く
、
の
影
響
が
あ
る
と
患
は
れ
る
穂
山
本
大
系
閣
で
も
、

絞
殺
開
明
緩
み
制
緩
関
係
だ
削
剛

光
教
i2555iiii長
潟
|
腕
建
議
太
郎

童

書

下

売

藍

襲

撃

今

「
長
住
Zee--i人
始
時

と
、
網
懸
け
器
分
以
外
は
「
渋
川
』
に
一
致
し
な
い
。
土
岐
章
本
で
は
、
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首
選
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号
笠
る
サ

〈
号
変
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が
、
制
脳
部
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
の
し
か
し
前
掲
の
宇
お
王
子
文
書
』
に
よ
れ

ば
、
飛
騨
耕
一
息
守
に
続
い
て
永
和
一
一
一
年
ご
と
七
七
)
八
月
、
門
真
荘
三
鰻
村
の

持
妨
停
止
を
命
じ
ら
れ
て
ゐ
る
「
肥
悶
右
嘉
助
」
〈
「
引
村
方
騒
人
出
名
義
理
奉
書
い
〉

が
見
え
、
伊
豆
守
の
後
継
者
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
間
人
は
土
岐
塚
本
の
右

馬
助
に
官
職
が
一
致
す
る
。
ま
た
間
同
本
で
そ
の
子
に
筒
じ
官
漁
の
伊
豆
守
が
見
え

る
事
か
ら
す
る
と
〈
吋
久
下
番
軽
い
に
「
口
岐
賠
閉
伊
豆
入
道
部
左
嘉
助
」
が

見
え
る
)
、
緯
は
異
な
る
が
袴
網
i
常
宗
が
吋
渋
川
川
』
の
光
朝
i
光
遊
に
穏
当
す

る
の
だ
ら
う
(
土
綾
章
本
の
艶
司
信
濃
守
貞
買
は
吋
教
一
一
白
蜘
郡
部
」
応
永
十
三
年
間

六
月
九
自
条
に
見
え
る
「
詫
間
信
濃
守
」
か
(
史
料
纂
集
〕
。
ま
た
肥
田
左
爵
助
は
、

吋
花
営
三
代
記
い
応
永
一
一
一
十
…
年
一
一
石
川
ニ
十
一
呂
条
に
「
土
妓
肥
部
左
罵
助
持
重
・

問
修
理
亮
」
と
あ
る
人
物
か
。
男
二
十
六
年
八
月
、
石
山
清
水
教
生
会
に
題
提
し
た

「
土
岐
左
馬
助
・
関
修
理
亮
」
は
間
人
公
藍
戒
~
…
器
十
五
日
条
。
大
日
本
古
記
錆
む
の

〈
お
)
議
締
本
『
太
平
記
」
巻
十
九
も
金
勝
院
本
向
様
「
土
岐
阿
波
守
麟
勝
」
。

〈
部
)
「
曲
線
卑
い
が
貞
経
ヂ
と
し
て
安
一
房
守
頼
員
を
度
下
に
置
き
、
光
経
以
下
を
一

段
下
に
傍
出
さ
せ
る
療
を
見
る
に
、
傍
山
山
部
は
後
補
で
あ
り
、
〈
緯
の
当

A

否
奇
は
別

と
し
て
)
「
渋
川
」
が
吋
富
泌

(
引
乳
礼
〉
吋
小
早
刑
{
家
糸
証
文
」
閥
「
足
科
紺
尊
都
氏
随
兵
次
第
写
」
〈
建
武
一
充
冗
年
九
月
)
て
、
大

日
本
古
文
書
に
よ
る

O

〈
辺
)
「
観
応
一
一
年
打
開
次
配
」
七
月
二
十
一
日
(
続
群
審
判
明
従
)

G

(
お
〉
「
雷
太
縛
」
観
応
一
一
年
正
月
一
日
条
、
文
和
元
年
間
丹
五
日
条
、
再
二
年
四

月
十
日
条
、
吋
長
欝
寺
文
瞥
い
「
鷲
見
加
賀
丸
標
準
忠
状
写
」
〈
問
元
年
七
月
、
「
愛
知

県
史
資
料
編
入
ピ

〈
弘
)
本
稿
(
土
)
の
名
寄
せ
窃
。
又
前
揖
「
作
者
部
類
」
士
八
位
」
参
照
。
「
建

永
事
十
一
年
六
月
二
十
八
日
条
に
、
刊
新
続
古
今
和
歌
集
い
入
集
者
に
つ

桂
間
務
久
々
判
事
均
土
荘
今
車
場
明
歎
琵
々

い
て
「
企
岐
久
々
利
入
選
〔
七
十
余
議
歎
〕
巳
入
両
托
撰
集
え
々
、
百
万
兵
揺
」

と
あ
り
、
光
正
が
該
当
す
る
。

(
お
)
吋
土
岐
文
書
」
「
足
利
判
義
詮
御
教
書
」
(
貞
治
五
年
口
丹
)

(
お
)
鍋
島
文
康
本
'
喜
納
家
系
堕
」
本
問
問
。

(
訂
)
光
徳
一
冗
年
二
三
二
九
〉
九
月
頃
、
伊
予
に
斡
け
る
「
土
岐
左
近
大
夫
」

の
殺
害
日
金
沢
文
庫
文
書
」
言
語
附
書
状
h

「
鎌
倉
い
一
二
O
七
三
七
)
、
関
十
二

月
に
は
「
土
岐
兵
衛
識
人
」
の
処
撲
に
つ
い
て
(
「
金
訳
文
嫁
文
香
い
「
崇
顕
弊
状
」

「
鎌
倉
い
一
ニ
O
八一一一
O
)
、
六
波
羅
探
鐙
金
沢
貞
践
が
記
す
。
特
定
は
出
来
な
い
が
、

土
岐
一
一
族
の
反
苓
活
動
が
継
続
し
て
ゐ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〈
お
)
「
藤
島
衿
社
文
書
」
「
結
構
宗
広
害
状
」
(
〔
一
冗
徳
…
一
一
〕
九
月
二
十
六
自
、
「
鎌

倉
い
一
一
一
一
宏
一
五
)

(
却
)
議
『
議
文
民
年
記
い
(
「
墨
代
残
関
吾
川
記
い
十
四
)
開
六
月
一
日
条
に
「
土

岐
引
叶
ノ
入
選
」
が
見
え
る
〈
続
群
響
額
従
本
で
は
傍
線
「
ク
ラ
」
)
。

〈
的
)
吋
尊
卑
」
で
額
数
叔
父
と
さ
れ
る
つ
一
一
山
川
守
」
間
行
は
、
円
建
武
記
い
「
武
者

断
結
香
宏
文
竿
」
(
廷
一
兆
一
充
年
開
丹
、
「
南
北
朝
関
東
日
四
四
三
〉
に
つ
一
一
山
擢

守
ん
と
見
え
る
。
鎌
傘
幕
府
府
間
壊
時
点
で
、
中
将
力
武
士
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

(
必
〉
部
門
様
、
問
題
の
あ
る
土
較
悪
五
郎
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一

悪

五

郊

の

比

定

に

つ

い

〔

盟

十

二

、

平

成

一

に
考
託
す
る
の

日


